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告 示

高知県告示第634号

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」とい

う。）第 8条第 1項の規定による意見書の提出があったので、同

条第 3項の規定により次のとおり告示する。

令和 6年10月18日

高知県知事　濵田　省司

1　法第 8条第 1項の規定により南国市から聴取した意見（以下

「意見」という。）の対象となった届出に係る告示

令和 6年 5月高知県告示第382号

2　意見の対象となった届出に係る大規模小売店舗の名称及び所

在地	

（仮称）ドン・キホーテ高知店

高知市東雲町 6ほか

3　意見の概要

( 1 )　交通事故防止に万全を期すること。特に歩行者の安全に

は十分に注意すること。

( 2 )　北側市道は民家に接しており、また、近隣小学校の通学

路でもあるため、北側出入口の車両通行制限の実施を検討す

るなど、通勤・通学時間帯の安全に配慮すること。

( 3 )　北側出入口の車両通行制限を実施しない場合には、近隣

における具体的な交通渋滞対策及び交通安全確保対策を明示

すること。

( 4 )　当該事業所内に騒音規制法、振動規制法、高知県公害防

止条例及び高知市公害防止条例に定められた施設等を有する

場合は届出の必要があること。

( 5 )　当該箇所は、騒音規制指定地域の第 3種区域に指定され

ており、上記施設を有する場合は、敷地境界において騒音規

制基準が適用され、夜間における騒音レベルの最大値がこの

基準を上回る数値となっているため、十分に騒音対策を行

い、基準値を順守すること。

( 6 )　立体駐車場のスロープを設置予定の敷地北東方向は騒音

予想値が最も高く、また、排気ガスによる周辺環境への悪影

響も懸念されるため、敷地北東方向における騒音対策及び環

境保全対策には特に留意すること。

( 7 )　当該事業所周辺には民家や保育施設があり、早朝又は夜

間の営業は近隣住民の生活環境に多大な影響を及ぼすおそれ

があるため、営業時間については、高知市公害防止条例の趣

旨を踏まえ、近隣住民の意見を十分に聴取した上で判断する

こと。

( 8 )　生ごみの保管に当たっては、保管施設の密閉性を確保す

るとともに、適正な温度管理を行い、適切な臭気対策を講ず

ること。

( 9 )　工事期間中の関係車両の通行については、朝夕の通勤・

通学の時間帯を避けるなど、周辺の住民生活に支障をきたす

ことのないよう十分配慮すること。

(10)　市道への土砂流出のないように注意し、施工すること。

(11)　関係車両の通行等で市道を汚損した場合には、速やかに

道路管理者に連絡の上、これを復旧すること。

(12)　第三者と紛議が生じたときは、届出者の責任においてそ

の紛議を解決すること。

(13)　近隣住民からの苦情や要望には真摯に対応すること。

高知県告示第635号

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」とい

う。）第 8条第 2項の規定による意見書の提出があったので、同

条第 3項の規定により次のとおり告示する。

令和 6年10月18日

高知県知事　濵田　省司

1　法第 8条第 2項の規定により聴取した意見（以下「意見」と

いう。）の対象となった届出に係る告示

令和 6年 5月高知県告示第382号

2　意見の対象となった届出に係る大規模小売店舗の名称及び所

在地

　　（仮称）ドン・キホーテ高知店

　　高知市東雲町 6ほか

3　意見の概要

( 1 )　周辺住民、通勤・通学・通園者の交通安全上への配慮か

ら、敷地北側生活道からの出入り口は、禁じて頂きますよう

お願いします。また、そのための措置が講じられたとして

も、警備員の十分な配置を行い、円滑な運用を図っていただ

きますようお願いします。

( 2 )　営業時間は、防犯上の配慮、敷地周辺の道路混雑回避に

向けた検討を行い、可能な限り時間短縮を図っていただきま

すようお願いします。

( 3 )　 6月25日の説明会を踏まえた改善点や措置については、

事前に地元住民への説明会（法に基づかないものでよい）を

行い、事前の周知徹底を図り、開店に向けた混乱を回避され

るようお願いします。

高知県告示第636号

漁業災害補償法（昭和39年法律第158号）第108条第 5項におい

て準用する同法第105条の 2 第 3 項の規定による届出を審査した

結果、次の区域及び区分について同届出に係る同意が同法第108

条第 2項に規定する要件に適合すると認めた。

令和 6年10月18日

高知県知事　濵田　省司

区域及び区分

高知県漁業協同組合の地区のうち旧宇佐漁業協同組合の地区

小型かつお漁業
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